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租
税
特
別
措
置
の
政
策
効
果
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

租
税
特
別
措
置
は
、
租
税
制
度
上
、
特
定
の
個
人
や
企
業
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
国
に
よ
る
経
済
政
策

や
社
会
政
策
等
の
特
定
の
政
策
目
的
を
実
現
す
る
た
め
の
特
別
な
政
策
手
段
で
あ
り
、
公
平
・
中
立
・
簡
素
と
い
う
税
制
の
基

本
理
念
の
例
外
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
下
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
効
果
や
必
要
性
な
ど
の
政
策
評
価
を

十
分
に
実
施
し
た
上
で
、
そ
の
期
限
の
延
長
や
新
設
の
合
理
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

租
税
特
別
措
置
を
行
政
上
の
政
策
に
導
入
し
て
い
る
省
庁
（
以
下
「
関
係
省
庁
」
と
い
う
。
）
で
は
、
毎
年
行
わ
れ
る
税
制

改
正
の
審
議
に
当
た
り
、
各
政
策
の
目
的
に
基
づ
き
、
租
税
特
別
措
置
の
新
設
、
拡
充
及
び
延
長
を
希
望
す
る
旨
を
記
載
し
た

要
望
書
を
財
務
省
に
提
出
し
て
い
る
。

会
計
検
査
院
の
検
査
報
告
等
に
よ
る
と
、
関
係
省
庁
に
お
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
拡
充
、
延
長
等
の
改

正
の
要
望
を
す
る
際
に
、
財
務
省
に
対
し
て
租
税
特
別
措
置
に
よ
る
減
収
見
込
額
を
提
示
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
そ
の
効
果
等

の
検
証
を
行
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
か
ら
「
行
政
機
関
が
行
う
政
策
の
評
価
に
関
す
る
法
律
」
（
い

わ
ゆ
る
「
政
策
評
価
法
」
）
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
行
政
機
関
の
長
は
、
政
策
評
価
に
関
す
る
基
本
計
画
や
事
後
評
価

一



の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
定
め
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
事
前
評
価
や
事
後
評
価
を
実
施
し
て
お
り
、
租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
も

そ
の
効
果
等
の
検
証
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

平
成
二
十
年
度
税
制
改
正
の
対
象
項
目
と
な
っ
て
い
る
租
税
特
別
措
置
（
以
下
「
改
正
対
象
項
目
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
、
関
係
省
庁
及
び
財
務
省
は
、
改
正
対
象
項
目
ご
と
に
、
そ
の
政
策
効
果
や
必
要
性
な
ど
の
政
策
評
価
の
具
体
的
内
容
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

改
正
対
象
項
目
が
国
庫
補
助
金
等
（
い
わ
ゆ
る
補
助
金
適
正
化
法
上
の
補
助
金
等
）
の
支
援
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
そ

の
所
要
額
及
び
そ
の
支
援
効
果
を
踏
ま
え
た
政
策
評
価
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


